


開催にあたって　兵戈無用　正義と正義の対立を超えて　

１９８７年、戦没者追弔会として勤められていた法要に「全」と「法」の字を付して、その名称を「全戦没者追弔法

会」としてから３０年を越えました。戦争とは、戦争に対する態度、思想信条を問わず、すべての老若男女を、有無を

言わさず大きな渦に巻き込み、殺し殺される中で、かけがえのない無数のいのちは言うまでもなく、一人ひとりが大

切にしてきたすべての事柄を否応なしに根底から奪うものです。戦没者とは日本の軍人、軍属の人ばかりではあり

ません。「全」の一字には、この法会を通して、戦争でいのち奪われた一人ひとりと向き合おうという願いが込められ

ています。

戦後７３年が過ぎ、取り返しのつかない惨禍をもたらしたあの戦争を、身をもって経験された方々の声を聞く機

会は、わずかしか残されていません。悲しみの伝承は困難となり、戦争の歴史は風化の一途を辿るばかりです。明治

期以降、私たちの宗門は宗祖親鸞聖人の仰せになきことを仰せとして語り、戦争に協力してきたという罪責を抱え

ています。さらに、国益のための侵略を「聖戦」と呼び、中国や朝鮮半島の人々をはじめ、アジア太平洋地域のみなら

ず、世界中に苦痛と悲しみを強いました。現代を生きる私たちは、戦争の苦難を生きた方々の声なき声に耳を澄ま

すことができているでしょうか。

翻って、国内では、国民の自由を縛る共謀罪の成立や、憲法の精神を骨抜きにしようとする改正に向けた動きな

どが見られます。そこには、国益を護るためには個が犠牲とされても厭わないような風潮があります。戦争がもたらし

た悲惨にたじろぎ、平和を求めてきた戦後の歩みが、再び戦争前夜の歩みに置き換わっていくような流れが形作ら

れているのではないでしょうか。さらに、国際情勢に目を向ければ、国家や民族、宗教の異なりから、それぞれの正

当性を主張することが繰り返されています。私たち人間は、なぜ自らの正義をふりかざし、互いを貶め合い、相対立

する関係の中で、憎しみや偏見を増幅させてしまうのでしょうか。

このような時代の激流の中にあるからこそ、真実の教え（「法」）を聞くことによって、惑わされることなく立ち止まる

ことが、私たちに求められているのではないでしょうか。私たち自身が、あらためて「全戦没者」と向き合っていくこと

が、「法」から促されていることを感じます。「兵戈無用（軍隊も武器もいらない）」（『仏説無量寿経』）なる世界、その

願いこそが、「全戦没者」一人ひとりの奥底に抱かれた願いに他なりません。このたびの法会が、正義と正義の対立

を超えて、戦争という悲しみの歴史を背負い、平和への願いを共に生きる機縁となることを心より願うものです。

２０１８年４月

真宗大谷派（東本願寺）宗務総長　 但馬　弘　

本展の開催にあたり、所蔵者をはじめ、関係諸機関、関係諸氏のご協力、ご助言に加え、展示協力を
いただきました。ここに記して、心より御礼申し上げます。（順不同・敬称略）

なお、本展における資料、写真等、許可なく転載、複写することを禁じます。

滋賀県平和祈念館
滋賀県教育委員会
高島市教育委員会
滋賀県県政史料室
栗東歴史民俗博物館

朽木郷土資料館
大津市立堅田小学校
豊郷町立豊郷小学校
盈進中学高等学校
川端 武夫

大阪教区教化センター
大垣教区光慶寺
京都教区正願寺
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京都教区永教寺
長浜教区念慶寺
長浜教区頓證寺
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Ⅰ　梵鐘が消えた日　金属類回収令

戦時下、重要資源である金属については、１９３９（昭和１４）年より一般廃品の回収運動が行われ

ていました。その徹底を図るために１９４１（昭和１６）年、国家総動員法に基づき金属類回収令が出

されました。「緊迫せる国際情勢に対処し高度国防態勢を確立するため」とされ、兵器・砲弾などに使う

鉄や銅製品などの物資の不足を補うため、工場や家庭の鍋や寺院の仏具なども供出の対象とされまし

た。この勅令は朝鮮、台湾、樺太、南洋群島等の外地でも実施されました。

この法令に基づき、各県が回収実施要綱を定め、民間団体等とも協力して本格的な金属回収が進めら

れます。寺院、教会等に対し、即時回収するものとして次の品名があげられています。「鳥居、灯籠、神籤

箱、金属塔、形像建築物（神馬、銅像等）、碑表、風鐸、手摺、梵鐘、簾附属品、賽銭箱銅板、国旗掲揚塔、腰

板、鉄鎖、七輪、灰皿、鉄柵、金属手洗、天水受、金属門扉、銅桶、水桶、溝蓋、通行止、生花華器、不具銭、

火鉢、鉄瓶、薬罐、茶卓、常花、風炉銅壺」。また、代用品の入手を待って回収するものとして、「燭台、香炉、

花立、蠟燭立、供物皿、仏飯器、花瓶、入舎、長桐銚子」と、具体的な品名をあげて回収を命じています。

梵鐘の供出の際は、応召軍人の出征と同じように壮行会が行われ、各地の仏教会の主催で供出の法

要が勤められました。全国的に展開された回収の結果、文化財である梵鐘の約９割が失われたといわれ

ています。

そうした中でも地域の文化財を懸命に守ろうとした人々がいました。滋賀県の文化財技師の日名子元

雄氏（１９１１～９４年）です。彼は実施要綱にある「歴史上、美術上、由緒上」保存の必要性を認めた

物件については例外とする規定に注目し、地域に伝えられた梵鐘の由緒をたずね、梵鐘は歴史の証人と

して貴重な記録を留めていると「除外申請」を提出して、その価値を強く訴えました。その努力の結果、

３５件の申請のうち３１件の梵鐘を守ることとなりました。

真宗大谷派では、日下無倫氏が大谷派寺院より供出される梵鐘について、「日本仏教史ことに近世に

おける寺院史の研究資料として貴重なばかりでなく、広く我が日本仏教文化発達の上に重大なる資料的

役割」があるとして、その銘文の拓本を集め論文「真宗の学匠とその鐘銘」（『日本仏教史学』第２巻第 1

号）として発表しています。

日下氏は、梵鐘の供出について、「応召軍人の出発の砌には生還を期せずといふものの、猶一縷名誉

凱旋の望みをば夢想し得らるるが、梵鐘の応召には全くそれがないので、走せ参じる檀信徒に対し一層

哀愁の思いをそそつた。蓋し永く法燈と共に朝夕洪音を発して帰依渇仰の的となり、互いに親しみ親し

まれた梵鐘の事だから、また人情の自然としてさもありぬべき」と嘆かれる言葉を残されています。このよ

うな仏具まで戦争の道具となった時代を忘れてはなりません。
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昭和十七年度民間金属類特別回収滋賀県実施要綱
個人蔵　

１９４１（昭和１６）年、国家総動員法に基づき金属類

回収令が出された。この法令によって、各県において回

収実施要綱を定め民間団体等とも協力して本格的な金

属回収が進められた。この資料は滋賀県実施要綱。

梵鐘供出に際する講話素材 「鐘を送る」
『真宗』１９４２（昭和１７）年１０月　

１９４２（昭和１７）年、仏具の供出が推進される中、その意味を伝える仏教講話素材を『真宗』

誌に掲載した。「嘗て祖先が懇志を運んで作って置いて下さったものが、今や形をかへて再びお

役に立つ時が来た」、「我々の寺を代表して、身をつぶして国家のために働いてくださる恩徳に対

して重ねて甚深の御礼を申し上げてここにこの鐘をおくる」と述べている。

金属類保有状況調書其ノ一　鉄製品ノ部
個人蔵　

金属回収にともない、滋賀県下の寺社に配布された調

書。所在地、宗派名、寺院名、住職・主管者名の記述と、

供出する仏具等の名称、個数、数量などを記載し提出し

た。其ノ二として「銅及銅合金製品ノ部」がある。
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長浜市西浅井町　永教寺　聞明寺　増光寺　長敬寺　石井田勘ニさん撮影
　高島市教育委員会提供　

長浜市西浅井町大浦　正願寺　石井田勘ニさん撮影
　高島市教育委員会提供　

長浜市西浅井町八田部　應善寺
石井田勘ニさん撮影

　高島市教育委員会提供

豊郷小学校提供　

高島市 マキノ町中庄　正覚寺
石井田勘ニさん撮影

　高島市教育委員会提供
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豊郷小学校提供　

石井田勘ニさん撮影　高島市教育委員会提供

石井田勘ニさん撮影
高島市教育委員会提供

野洲市旧中洲村　神社の金属供出　川端武夫さん提供
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昭和十七年至仝十九年　金属回収除外申請（供出除外を認めた物件の関係書類）

滋賀県県政史料室蔵　

滋賀県の文化財技師である日名子元雄氏は、かけがえのない文化財を後世に残す

ため、梵鐘の救出に奔走した。梵鐘の銘文に刻まれた寺社の由来や村の歴史、先人

による寄進者の名前や制作鋳造師の名前などは、地域における歴史の証人として

貴重な記録だとして、３５件の除外申請書を提出。これによって３１件の梵鐘が供

出を免れた。

頓證寺　滋賀県東浅井郡虎姫町　梵鐘

『日本仏教史学』第２巻第１号　

　１９４２（昭和１７）年１２月　

日下無倫氏は、大谷派寺院から供出される梵鐘の銘

文を記録し論文「真宗の学匠とその鐘銘」としてまと

めた。また、「御国のため永遠に滅び往かんとする梵

鐘の銘文を謄写し若しくは拓本として、これを保存す

る道を講ぜねばならぬ」と訴えている。頓證寺の梵鐘

について「江戸時代に於ける鋳造の技法が余程進ん

だ時の作」であり、龍頭や池の間の下端や草の間に

見られる装飾は、極めて優秀精巧なものとしている。

この梵鐘は、供出されることなく現在に至っている。

寺院梵鐘供出除外認可申請書

念慶寺　滋賀県東浅井郡速水村

滋賀県県政史料室蔵　

滋賀県知事に念慶寺より提出され

た梵鐘供出除外を依頼する申請

書。その事由として、念慶寺の由緒

を紹介し、名工の作である梵鐘がこ

の地域の郷土文化宣揚や宗教的

情操教育のためにも必要なもので

あると述べている。この申請が認め

られ、供出から除外された。



Ⅱ　聖人の仰せになきことを仰せとして－真宗大谷派の戦争協力－

戦時下における真宗大谷派教団の歩みを振り返ると、宗門のいのちである教えを歪めてきた歴史が

あります。

廃仏毀釈の大混乱を経験した教団は、明治期以降の国家神道体制が確立する中で、仏法を真諦とし、

王法を俗諦として、それぞれが相依り相資けるという「真俗二諦」を真宗の教えとしました。現世において

は天皇の忠良なる臣民となり（俗諦）、来世に浄土に往生する（真諦）ことが真宗の宗風であり、さらに戦

時体制のもとでは、「仏法」を死後のこととし、「王法為本」こそが真宗門徒の生活態度であるとして喧伝し

ていったのです。

日清戦争に際しての法主による「御直命」には、「一身を国家になげうちて忠節を尽くすよう」と示して

います。さらに、親鸞聖人の「御消息（手紙）」にある「朝家の御ため国民のために、念仏をもうしあわせた

まいそうらわば、めでとうそうろうべし」という、念仏を迫害する勢力への批判と悲嘆の言葉を、「天皇のた

めに、お国のために奉公献身しなさい」という護国思想の意味に歪曲して利用してきました。

日中戦争開始の直前には、戦時の心構えとして「己を捨てて無碍の大道に帰す」、「人生を正しく見て

禍福に惑わず」「報恩の至誠を以て国家に尽くす」の三項目の「同朋箴規」を定め、真宗門徒の生活規範

として教化伝道しました。

１９４１（昭和１６）年１２月８日、真珠湾攻撃・英領マレー半島奇襲上陸により、日本軍は西太平

洋の制空・制海権を掌握し「大東亜共栄圏」の名の下にその勢力を拡大しようとしました。この時大谷派

は法主より、「金剛の信心に基づき、勇猛精進すべき時である」と、「挺身殉国（身を挺して国に殉ずる）昂

揚の教書」を示しました。

戦争末期には、「皇道真宗」（１９４３年・宗議会決議）を名のり、宗派をあげて「決戦」に臨むことを

宗門内外に宣言しました。

このように、親鸞聖人の仰せになきことを仰せとし、教えの名のもとに僧侶や門徒、青年たち門徒を戦

場に送り出し、侵略戦争に加担させるという過ちを犯したのみならず、沖縄をはじめ、アジア・太平洋地

域の人びとにも多大な被害を与えたのです。

このような歴史を踏まえて１９９５年に真宗大谷派として、「人間のいのちを軽んじ、他を抹殺して愧

じることのない、すべての戦闘行為を否定し、さらに賜った信心の智慧をもって、宗門が犯した罪責を検

証し、これらの惨事を未然に防止する努力を惜しまない」ことを不戦決議として表明しました。
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日清戦争に際し出された「直命」
『本山事務報告』号外 １８９４（明治２７）年８月１３日　

日清戦争は、１８９４（明治２７）年７月から１８９５（明治２８）年３月にかけて行われた朝鮮半島（李氏

朝鮮）をめぐる日本と清国との戦争。それに際し、法主は「王法為本の宗義なれば此の教旨を体し一身を国家

になげうち忠勤を尽くさねばならぬ」と僧侶や門徒に命じた。

明治天皇　宣戦の詔勅
軸装（写真は本紙のみ）　解放運動推進本部蔵

１８９４（明治２７、光緒２０）年、朝鮮国内の甲午農民戦争をきっかけに

朝鮮に出兵した日清両国が、8月1日に宣戦布告に至った。
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挺身殉国昂揚の教書

『真宗』１９４１（昭和１６）年１２月　

１９４１年１２月８日、真珠湾攻撃より始まる

太平洋戦争の勃発にあたり、「法主」は僧侶、門徒

らに向けて「教書」を発し、「伏シテ惟ルニ陛下大

詔ヲ民庶ニ下シテ米国及英国ニ宣戦ヲ布告シタ

マヒ速ニ之ヲ討」つよう、「挺身殉国の精神」を強

調した。

東本願寺山門前に掲げた「挺身殉国」の看板

『真宗』１９４２（昭和１７）年１月　

１９４１年（昭和１６）１２月２５日、山門

前に「皇威宣揚」、「生死超脱」、「挺身殉国」の

看板が掲げられた。

「法主」、大谷大学にて閲団を行う

『真宗』１９４１（昭和１６）年１１月　

１９４１年１０月９日、「法主」の突然の閲

団に、大谷大学全校生徒は武装隊形で臨ん

だ。「法主」は、学生報国隊らの分列行進、戦

闘教練、国防競技など視察した。
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昭和十七年至仝十九年　金属回収除外申請（供出除外を認めた物件の関係書類）

滋賀県県政史料室蔵　

滋賀県の文化財技師である日名子元雄氏は、かけがえのない文化財を後世に残す

ため、梵鐘の救出に奔走した。梵鐘の銘文に刻まれた寺社の由来や村の歴史、先人

による寄進者の名前や制作鋳造師の名前などは、地域における歴史の証人として

貴重な記録だとして、３５件の除外申請書を提出。これによって３１件の梵鐘が供

出を免れた。

頓證寺　滋賀県東浅井郡虎姫町　梵鐘

『日本仏教史学』第２巻第１号　

　１９４２（昭和１７）年１２月　

日下無倫氏は、大谷派寺院から供出される梵鐘の銘

文を記録し論文「真宗の学匠とその鐘銘」としてまと

めた。また、「御国のため永遠に滅び往かんとする梵

鐘の銘文を謄写し若しくは拓本として、これを保存す

る道を講ぜねばならぬ」と訴えている。頓證寺の梵鐘

について「江戸時代に於ける鋳造の技法が余程進ん

だ時の作」であり、龍頭や池の間の下端や草の間に

見られる装飾は、極めて優秀精巧なものとしている。

この梵鐘は、供出されることなく現在に至っている。

寺院梵鐘供出除外認可申請書

念慶寺　滋賀県東浅井郡速水村

滋賀県県政史料室蔵　

滋賀県知事に念慶寺より提出され

た梵鐘供出除外を依頼する申請

書。その事由として、念慶寺の由緒

を紹介し、名工の作である梵鐘がこ

の地域の郷土文化宣揚や宗教的

情操教育のためにも必要なもので

あると述べている。この申請が認め

られ、供出から除外された。



日清戦争に際し出された「直命」
『本山事務報告』号外 １８９４（明治２７）年８月１３日　

日清戦争は、１８９４（明治２７）年７月から１８９５（明治２８）年３月にかけて行われた朝鮮半島（李氏

朝鮮）をめぐる日本と清国との戦争。それに際し、法主は「王法為本の宗義なれば此の教旨を体し一身を国家

になげうち忠勤を尽くさねばならぬ」と僧侶や門徒に命じた。

明治天皇　宣戦の詔勅
軸装（写真は本紙のみ）　解放運動推進本部蔵

１８９４（明治２７、光緒２０）年、朝鮮国内の甲午農民戦争をきっかけに

朝鮮に出兵した日清両国が、8月1日に宣戦布告に至った。
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挺身殉国昂揚の教書

『真宗』１９４１（昭和１６）年１２月　

１９４１年１２月８日、真珠湾攻撃より始まる

太平洋戦争の勃発にあたり、「法主」は僧侶、門徒

らに向けて「教書」を発し、「伏シテ惟ルニ陛下大

詔ヲ民庶ニ下シテ米国及英国ニ宣戦ヲ布告シタ

マヒ速ニ之ヲ討」つよう、「挺身殉国の精神」を強

調した。

東本願寺山門前に掲げた「挺身殉国」の看板

『真宗』１９４２（昭和１７）年１月　

１９４１年（昭和１６）１２月２５日、山門

前に「皇威宣揚」、「生死超脱」、「挺身殉国」の

看板が掲げられた。

「法主」、大谷大学にて閲団を行う

『真宗』１９４１（昭和１６）年１１月　

１９４１年１０月９日、「法主」の突然の閲

団に、大谷大学全校生徒は武装隊形で臨ん

だ。「法主」は、学生報国隊らの分列行進、戦

闘教練、国防競技など視察した。
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大谷派内出陣学徒壮行式

『真宗』１９４４（昭和１９）年１月　

東本願寺御影堂前の白洲で行われた大谷派内出陣学徒壮行式。若い僧侶も学業を捨て戦場に

征った。出陣学徒は、陸軍は１９４３（昭和１８）年１２月１日、海軍は１２月１０日に入営し

た。その数は推定で１３万人、戦没した学徒の数は未だに確定していない。学業を犠牲にし、戦

争継続を至上命令とする政府の、在学生に対する「徴兵猶予停止」に基づくものであった。学徒

出陣と学徒勤労動員によって学校は空っぽになった。

書籍　『戦時住職手帖』

１９４２（昭和１７）年７月１５日　

真宗大谷派教化研究院編　

真宗大谷派戦時対処事務所　

戦時下における真宗大谷派の住職の心得。戦争協力活動の基本と

してまとめられた。

〈主な内容〉

「宣戦の詔書」、「殉国精神昂揚の教書」、「諭達」、「大東亜戦争の意

義」、「決戦下に処する住職の心得」、「真宗教徒の心構え」、「決戦生

活訓」、「大詔奉戴日の行事」、「挺身殉国の歌・行進歌」
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